
６５歳以上のみの高齢者世帯に 

 

 

 

 

 

 

 

（対象者） 
 

市民税非課税世帯に属する６５歳以上の方のみ世帯で、住宅に

エアコンが未設置の世帯。 

㊟　既にエアコンが 1 台でも設置されている場合は対象外となります。 

 

（助成費） 
 

エアコン設置費用の１／２で上限３万円を助成します。 

 

 

問合せ先 

本庁高齢福祉課　高齢者支援係 0248-28-5519（直通）


